様式4-1

順天堂大学医学部附属静岡病院
病院長　　佐藤　浩一　殿

　　　　　　　年        月        日	Comment by センター GCP: 赤字の個所をご対応いただき、黒字に直して下さい。

医療情報システム利用誓約書

私は、医療情報システム利用にあたり、下記の事項を遵守することを誓います。

記

1.　順天堂大学医学部附属静岡医療情報システム運用管理規定に従うこと。
2.　情報漏洩のない充分な管理と、情報利用に留意すること。
3.　診療上必要な範囲を超えて情報システムを利用しないこと。
4.　情報漏洩の可能性が認められた場合、ただちに医療安全管理室に報告すること。
5.　使用許可期間が過ぎた場合においても、職務上知り得た個人情報の開示、漏洩及び使用をしないこと。
6.　本誓約書に違反した場合、ないし個人情報漏洩を行い又は加担した場合は、関係法令に基づく刑事上及び民事上の法的責任の負担もしくは就業規則における懲戒処分を含む関係規定に基づく不利益処分、またはその両方が適用される場合があることを了承しその処分に服すること。

（西暦）　　    年        月        日

医療情報システム管理責任者
順天堂大学医学部附属静岡病院長　殿

利用者所属部署　　
利用者氏名　　　　         　　　　　　　　　　印	Comment by センター GCP: 署名・捺印
医療情報システム利用にあたって利用者は次の責務を負う。

1. 医療情報システムの利用にあたっては、利用者認証に関する情報（以下「ID及びパスワード」という。）を取得するために、医療情報システム利用申請書に利用誓約書を添えて、利用申請しなければならない。（別紙様式4-1、様式4-2）
1. 利用者認証に関して、次の事項を遵守しなければならない。
0. 利用者は、システムの情報参照や入力（以下「アクセス」という。）に際して、個別のユーザーID、及びパスワードにより、システムにログインする。
0. 利用者は、ユーザーIDとパスワードを自身で管理し、他者に利用させてはならない。また他者が安易に知ることができる方法でID及びパスワードを管理してはならない。
0. 個人のID及びパスワードを他者に教えることにより、システム利用権限を他人に貸与してはならない。
0. 利用者が正当なユーザーID、及びパスワード等の管理を行わないために生じた事故や障害に対しては、その利用者が責任を負う。
0. 利用者は、システムへの情報入力に際して、確定操作（入力情報が正しいことを確認する操作）をもって、入力情報に対する責任を明示する。
0. 利用者は、作業終了時、または離席する場合は、必ずログアウトしなければならない。
1. 利用者は、与えられたアクセス権限を越えた操作を行うことはできない。
1. 利用者は、システム、及び参照した情報の目的外利用はできない。
1. 利用者は、患者等のプライバシーを尊重し、職務上必要な情報以外の情報には、アクセスしてはならない。
1. 利用者は、法令上の守秘義務の有無に関わらず、アクセスにより知り得た情報の目的外利用、または正当な理由なしに漏洩してはならない。異動、退職等により職務を離れた場合においても同様である。
1. 利用者は、システム動作異常、及び安全性の問題点を発見したときは、直ちに運用管理者に報告し、指示に従う。
1. 利用者は、不正アクセスを発見した場合、速やかに運用管理者に報告し、指示に従う。
1. 利用者は、窃視防止策を実施し、不特定多数の者が出入りする部署においては、必要に応じて別途物理的対策を講ずる。
1. 利用者は、ウイルス感染、または可能性を認識した場合、運用管理者へ連絡し、指示に従う。
1. 利用者はシステム利用資格を失った場合、ならびに利用状況に変更があった場合には、運用管理者及びホスト管理者に速やかに報告しなければならない。
1. 利用者は、システム管理者が実施する運用指針、及び安全性についての研修を受けなければならない。また、運用及び安全性に関する通知を理解し、遵守しなければならない。

